
              在京白堊会会則（改正案）     2018.5.19 在京白堊会総会 

              ※太字部分が今回の修正箇所です。 

 

第１章 総 則 

第１条 （名 称） 

本会は、在京白堊会という。 

第２条 （事務所） 

本会は主たる事務所を東京都に置く。 

 

   第２章 目的及び活動 

第３条 （目 的） 

本会は、会員相互の親睦と会員の教養の向上を図ることを目的とする。 

第４条 （活 動） 

本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。 

 (1) 総会及び幹事会並びに常任幹事会の開催 

 (2) 会務の状況及び会員の動静の報告 

 (3) 会員名簿の作成 

 (4) その他本会の目的を達するため必要又は有益な活動 

 

第３章 方 針 

第５条 （禁止活動） 

本会は、政治的、営利的及び宗教的活動はしない。 

第６条 （母校との関係） 

本会は、会員の母校である岩手県立盛岡第一高等学校及び同校同窓会（白堊同窓会）と必要

な情報交換と交流をする。 

 

第４章 会 員 

第７条 （会 員） 

本会は、下記会員のうち、在京の者（東京及びその周辺居住者）をもって組織する。 

 (1) 岩手県立盛岡中学校の卒業生及び在学した者 

 (2) 岩手県立盛岡高等学校上田校舎の全日制の卒業生及び在学した者並びに定時制の卒

業生及び在学した者 

 (3) 岩手県立盛岡第一高等学校の全日制の卒業生及び在学した者並びに定時制及び通信

制の卒業生及び在学した者 

 (4) 前各号の学校に勤務した教職員 

 

第５章 会 計 

第８条 （経費の充当） 

本会の経費は、会員の支払う会費その他の収入をもってこれにあてる。 

第９条 （会費支払い義務） 

会員は会費を支払う。 

第１０条 （会費額） 

会費金額は、総会の承認を得て決定する。 

第１１条 （会計年度） 

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 



     第６章 役員及び顧問・参与 

第１２条 （役員の種類） 

 (1) 会長 １名 

 (2) 副会長 ２名 

 (3) 常任幹事 ５名以上１０名以内 

 (4) 幹事 各卒業年次代表者原則２名以上 

 (5) 会計 １名 

 (6) 監査 １名 

 (7) 事務局長 １名 

  

第１３条 （役員の選任） 

１．本会の役員は、次のように選任する。 

 (1) 会長・副会長 幹事会において選出し、総会の承認を必要とする。 

 (2) 常任幹事  幹事会において会員の中から選任する。 

 (3) 幹事  各卒業年次会員の互選による。 

 (4) 会計  会長が会員の中から委嘱する。 

 (5) 監査  幹事会において選出し、総会の承認を必要とする。 

 (6) 事務局長  会長が会員の中から委嘱する。 

２．会長・副会長及び監査は、総会において承認されなければならない。 

第１４条 （役員の任務） 

各役員の任務は、次のとおりとする。 

 (1) 会長は本会を代表する。会務を統轄し、また本会則に基づき、総会、幹事会、常任

幹事会などすべての会議を招集する。 

 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 

 (3) 常任幹事は、総会及び幹事会の議決に従い、会務を処理する。 

 (4) 幹事は、各卒業年次の会員を代表する。 

 (5) 会計は、本会の金銭の出納を管理し、総会の都度収支を報告し、監査による会計監

査を経た決算を報告する。 

 (6) 監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 (7) 事務局長は、会長又は常任理事会の指示に従い、本会の一般事務を処理する。 

  

第１５条 （役員の任期） 

役員の任期は、就任の日（通常総会開催日を通例とする。）から翌々年の通常総会終了 

まで（2 ヵ年）とし、重任を妨げない。 

第１６条 （顧問・参与） 

本会に会長の委嘱により、若干名の顧問及び参与を置くことができる。 

顧問、参与は本会のあらゆる会議に参加できる。 

 

第７章 総 会 

第１７条 （総会の種類） 

総会は、通常総会（年次大会）及び臨時総会とする。 

第１８条 （総会の構成） 

総会は、全会員をもって構成する。 

第１９条 （最高議決機関） 

総会は、本会の最高議決機関である。 

第２０条 （総会の招集） 



１．通常総会は毎年１回、会長が招集する。 

２．臨時総会は、常任幹事会が必要と認めたとき、会長が招集する。 

第２１条 （総会の議長） 

総会の議長は、会長が務める。 

第２２条 （総会の議決事項） 

総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

 (1) 年度活動計画及び年度予算についての事項 

 (2) 年度活動報告及び年度決算についての事項 

 (3) その他本会の運営に関する重要事項で、常任幹事会において必要と認めるもの。 

第２３条 （総会の議決） 

総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

 

第８章 幹事会 

第２４条 （幹事会） 

幹事会は、年次幹事をもって構成する。 

第２５条 （幹事会の招集） 

１．幹事会は、随時会長が招集する。 

２．幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこれを他の常任幹事に代行させることができ

る。 

第２６条 （幹事会の議決） 

幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。 

第２７条 （幹事会の議決事項） 

幹事会は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、次の事項を決する。 

１．総会に提出する議案についての事項 

２．年度予算案の編成及び年度決算の報告についての事項 

３．その他第３条に定める目的を達するために必要・有益な事項 

第２８条 （付則の制定） 

幹事会は、この会則を実施するため、必要な付則を制定することができる。 

 

第９章 常任幹事会 

第２９条 （常任幹事会の構成） 

 常任幹事会は、会長、副会長、及び常任幹事で構成する。する。 

第３０条 （常任幹事会の招集） 

１．常任幹事会は必要に応じて随時会長が招集する。 

２．常任幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこれを他の常任幹事に代行させることが

できる。 

第３１条 （常任幹事会の決議） 

常任幹事会の議事は、出席常任幹事の過半数をもって決する。 

第３２条 （常任幹事会の議決事項） 

常任幹事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、総会及び幹事会の

議決に従い、必要に応じた事項を議決し、これを処理し、その結果を総会及び幹事会に

報告する。 

 

  



  第１０章 会則の改正 

第３３条 （会則の改正） 

この会則は、総会において出席者の過半数の賛成により改正することができる。 

 

第１１章 補 則 

第３４条 （会員の異動） 

会員は、その勤務先又は住所等に異動があったときは、その都度卒業年次を明記し、そ

の旨本会（事務局）に通知するものとする。 

第３５条 （書類の措置） 

本会は、次の書類を備え置く。 

 (1) 会員名簿 

 (2) 記録簿 

 (3) 会計簿 

第３６条 （施 行） 

この会則は平成 8年５月１3日から施行する（同年３月７日全面改正）。 

    この会則は平成３０年５月１９日に改正し、即日施行する。（一部改正） 

〈参考〉 （事務局の設置場所） 

    ① 本会の事務局は、昭和４4年５月 13日から、次のところに置く。 

           東京都中央区日本橋４丁目 4-2 東山ビル（岩手銀行東京支店）７階 

             工藤法律事務所内（昭和 1７年卒 工藤祐正） 

      平成 4年 2月 17 日工藤祐正死去に伴う暫定事務所 

 東京都渋谷区神宮前 1-5-3 

             東郷神社社務所内（昭和 29 年卒 松橋暉男） 

② 本会の事務局は、平成 4年６月１日から、次のところに置く。 

        東京都湊区虎ノ門１丁目１６−８ 飯島ビル２０２ 

         星野健秀法律事務所内（昭和４３年卒 星野健秀） 

③ 本会の事務局は、平成１0年６月１日から、次のところに置く。 

  東京都千代田区神田佐久間町１－１１ 産報佐久間ビル 

              産報出版株式会社内 （昭和４１年卒 馬場 信） 

④ 本会の事務局は、平成１７年６月１日から、次のところに置く。 

東京都港区西新橋１－１７－１１ リバティ１１ビル８階 

玉澤健児税理士事務所内（昭和４３年卒 玉澤健児） 

⑤ 本会の事務局は、平成２１年８月１日から、次のところに置く。 

東京都港区西新橋３－５―２ 西新橋第一法規ビル５階 

玉澤健児税理士事務所内（昭和４３年卒 玉澤健児） 

⑥ 本会の事務局は、平成２４年６月１日から、次のところに置く。 

東京都新宿区中町１－１１ 

有限会社桜出版内（昭和４２年卒 山田武秋） 

⑦ 本会の事務局は、平成２６年６月１日から、次のところに置く。 

東京都大田区大森西２－１７－４－２０１ 

        （昭和４７年卒 藤井則夫） 

 

 

 


